
薬  局  の  設  備  器  具  一  覧  表  

1  空 欄 に は 、 設 備 ・ 器 具 の 数 量 を 記 入 す る こ と 。  
2  ※ 印 （ 昭 和 62年 ６ 月 1 0日 追 加 ） を 付 し た 設 備 ・ 器 具 に つ い て は 、 厚 生 労 働 大 臣 の 指 定 す る 試 験 検 査 機 関 と 利 用 契 約 を

交 わ し て い る 場 合 は 、 数 量 の 欄 に 「 契 約 」 と 記 載 し 、 裏 面 に 契 約 先 の 名 称 を 記 載 す る こ と 。  
3  調 剤 及 び 試 験 検 査 に 必 要 な 書 籍 に つ い て は 、 最 新 の も の で あ る こ と 。  
4 「 日 本 薬 局 方 及 び そ の 解 説 」 ： 「 日 本 薬 局 方 解 説 書 」 、 「 日 本 薬 局 方  条 文 と 注 釈 」 又 は 「 日 本 薬 局 方 医 薬 品 情 報 (JP D

I)」 と 「 日 本 薬 局 方 」 の セ ッ ト の い ず れ で も 可  
＊ 磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き る 物 を 含 む 。 ）を も っ て 調 整 す
る も の を 含 む 。  

  品  名 

薬局製造販売 

医薬品製造業を

取得する薬局 

薬局製造販売 

医薬品製造業を

取得しない薬局 

1 液量器 □ □ 

2 温度計(100℃のもの) □ □ 

3 水浴 □ □ 

4 調剤台 □ □ 

5 軟膏板 □ □ 

6 乳鉢(散剤用のもの) □ □ 
7 乳棒 □ □ 

8 はかり(感量 10㎎のもの) □ □ 

9 はかり(感量 100㎎のもの) □ □ 

10 ビーカー □ □ 

11 ふるい器 □ □ 
12 へら(金属製のもの) □ □ 

13 へら(角製又はこれに類するもの) □ □ 

14 メスピペット □ □ 

15 
メスフラスコ 

 
□ □ 

メスシリンダー □ □ 

16 薬匙(金属製のもの) □ □ 
17 薬匙(角製又はこれに類するもの) □ □ 

18 ロート □ □ 

19 

顕微鏡(倍率が 300倍以上のもの) 

 

□ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ルーペ □ 

粉末 X線回折装置 □ 

20 試験検査台 □ 

21 デシケーター □ 
22 ※はかり(感量１mgのもの) □ 

23 ※薄層クロマトグラフ装置 □ 

24 
比重計 

 
□ 

振動式密度計 □ 

25 ※ｐH計 □ 

26 
ブンゼンバーナー 

 
□ 

アルコールランプ □ 

27 ※崩壊度試験器 □ 

28 融点測定器 □ 

29 書
籍 

日本薬局方及びその解説 □ □ 

薬事関係法規に関するもの □ □ 

調剤技術等に関するもの □ □ 

当該薬局で取り扱う医薬品の添付文書集 □ □ 

(県薬 DIセンターを利用) □ □ 

薬局製剤に関するもの □   

30 管理帳簿 □ □ 

31 業務指針及び手順書 □ □ 

32  
掲
示
物 

(薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項) □ □ 

(要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項) □ □ 


